
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１７年大阪市条例第１８

号）の一部を次のように改正する。

第８条の見出しを「（任期付短時間勤務職員の給与の特例）」に改め、同条中第１

項を削り、同条第２項中「別表の給料表」を「職員の給与に関する条例（昭和３１年大

阪市条例第２９号。以下「給与条例」という。）別表第１及び別表第３から別表第６ま

で」に改め、同項を同条とする。

第９条第１項中「職員の給与に関する条例（昭和３１年大阪市条例第２９号。以下「給

与条例」という。）」を「給与条例」に改める。

第１０条を削る。

第１１条第１項中「第４条から第５条の２まで、」を削り、同条中第２項及び第３項

を次のように改める。

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第１５条第１項の規定の適用については、

同項中「及び育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員」とあるのは「、育児短

時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例（平成１７年大阪市条例第１８号）第８条に規定する任期付短時間勤務

職員」とする。

３ 任期付短時間勤務職員に対する職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第２条

第３項の規定の適用については、同項中「採用された職員」とあるのは「採用され

た職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１７年大阪

市条例第１８号）第８条に規定する任期付短時間勤務職員」とする。

第１１条を第１０条とし、第１２条を第１１条とし、第１３条を第１２条とする。

議 案 第１２６号

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正

する条例案
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第１４条第１項中「企業職員（」を「企業職員（企業管理規程で定める職員に限る。」

に改め、同条に次の１項を加える。

５ 企業職員給与条例第５条、第６条、第６条の３、第７条の２及び第１４条の規定は、

第４条の規定により任期を定めて採用された企業職員（任期付短時間勤務企業職員

を除く。）には、適用しない。

第１４条を第１３条とし、第１５条を第１４条とする。

別表を削る。

附 則

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

２ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１７年大阪市条例第

１８号）第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用された職員のうち保育士

（職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２７年大阪市条例第 号）に

よる改正後の職員の給与に関する条例別表第６の規定の適用を受ける者を除く。）

については、この条例による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例（以下「改正前の条例」という。）第８条、第１０条、第１１条及び別表の

規定は、この条例による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例（以下「改正後の条例」という。）第８条及び第１０条の規定にかかわらず、

なおその効力を有する。

平成２７年２月２４日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

任期を定めて採用された職員の給与の特例措置を改めるとともに、規定を整備するため、条例

の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
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（任期付職員等
任期付短時間勤務職員

の給与の特例）

第８条 第３条の規定により任期を定めて採用された職員（単純な労務に雇用される職員の給与

の種類及び基準に関する条例（昭和２８年大阪市条例第２６号）の適用を受ける職員及び企業職員

を除く。以下「任期付職員」という。）の給料月額は、別表の給料表に定める額とする。

２ 第４条の規定により任期を定めて採用された職員（単純な労務に雇用される職員の給与の種

類及び基準に関する条例の適用を受ける職員及び企業職員を除く。以下「任期付短時間勤務職

員」という。）の給料月額は、別表の給料表
職員の給与に関する条例（昭和３１年大阪市条例第２９号。以下「給

与条例」という。）別表第１及び別表第３から別表第６まで
の規定による給料月額に、その者

の１週間当たりの勤務時間を市規則で定める常勤の職員の１週間当たりの勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額とする。

（職員の給与に関する条例の適用除外等）

第９条 職員の給
給与条例

与に関する条例（昭和３１年大阪市条例第２９号。以下「給与条例」という。）第

４条から第５条の３まで、第９条の２から第１１条まで、第１１条の３、第１３条、第１４条の２から

第１７条までの規定並びに職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例（平成４年大阪市条例第８５

号）第３条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

２－３ 省 略

第１０条 給与条例第４条から第５条の２までの規定は、任期付職員には、適用しない。

２ 任期付職員に対する給与条例第５条の３第１項の規定の適用については、同項中「職務の級

に属する」とあるのは「職種等の」とする。

３ 任期付職員に対する職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第３条第２項第１号の規定の

適用については、同号中「当該職員の勤務成績による割合（地方公務員の育児休業等に関する

法律第６条第１項第１号の規定により任期を定めて採用された職員（以下「育児休業に伴う任

期付職員」という。）及び育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員にあっては、１００分の

７５）」とあるのは「１００分の７５」とする。

第１１条
第１０条

給与条例第４条から第５条の２まで、第９条の２から第１１条まで、第１１条の３及び第１２

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（抄）
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条の２の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第５条の３第１項及び第１５条第１項の規定の適用に

ついては、給与
同項

条例第５条の３第１項中「職務の級に属する」とあるのは「職種等の」と、給

与条例第１５条第１項中「育児短時間勤務職員等及び
及び育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員

」とあるのは「育児
、育

短時間勤務職員等、」と、「という。）」とあるのは「という。）
児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員

及び一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例（平成１７年大阪市条例第１８号）第８条第２項に規定する任期付短

時間勤務職員」とする。

３ 任期付短時間勤務職員に対する職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第２条第３項及び

第３条第２項第１号の規定の適用については、同条
同項

例第２条第３項中「給料。
採用された職員

」とあ

るのは「給料、
採用された職員及び

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１７

年大阪市条例第１８号）第８条第２項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては、同条例別表

の規定による給料。」と、同条例第３条第２項第１号中「当該職員の勤務成績による割合（地

方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項第１号の規定により任期を定めて採用された

職員（以下「育児休業に伴う任期付職員」という。）及び育児短時間勤務に伴う任期付短時間

勤務職員にあっては、１００分の７５）」とあるのは「１００分の７５」とする。

第１２条
第１１条

－第１３条
第１２条

省 略

第１４条
第１３条

第３条の規定により任期を定めて採用された企業職員（企業管理規程で定める職員に限

る。以下「任期付企業職員」という。）及び第４条の規定により任期を定めて採用された企業

職員（企業管理規程で定める職員に限る。以下「任期付短時間勤務企業職員」という。）の給

料については、必要な給料表を設けるものとする。

２－４ 省 略

５ 企業職員給与条例第５条、第６条、第６条の３、第７条の２及び第１４条の規定は、第４条の

規定により任期を定めて採用された企業職員（任期付短時間勤務企業職員を除く。）には、適

用しない。

第１５条
第１４条

省 略
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別表（第８条関係）

職 種 等 給 料 月 額

事務職員（学校事務職員を含む。） １４３，２００円

技術職員 １４３，２００円

司書 １５３，１００円

社会教育主事補 １６６，０００円

保育士 １６６，０００円

福祉職員 １７４，８００円

介護福祉職員 １５３，１００円

臨床心理職員 １６６，０００円

児童自立支援専門員 １５３，１００円

児童生活支援員 １５３，１００円

研究員 １９７，２００円

学芸員 １９２，８００円

医師 ２５３，５００円

歯科医師 ２５３，５００円

薬剤師 １７６，６００円

獣医師 １７６，６００円

診療放射線技師 １６６，０００円

理学療法士 １６６，０００円

作業療法士 １６６，０００円

臨床検査技師 １６６，０００円

視能訓練士 １６６，０００円

言語聴覚士 １６６，０００円

栄養士 １５９，５００円

看護師 １７６，５００円

保健師 １８２，１００円
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消防士 １５２，１００円
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